
令和5年度 調理師再教育講習会開催要項

1 目的

2

3

実施主体である滋賀県から業務を委託され、一般社団法人滋賀県調理師会が行う事業

4

3.　草津会場

１１月１３日(月）

南部健康福祉事務所（草津保健所）

大会議室

草津市草津3丁目14-75

☎077-522-8200 ☎0748-63-6111 ☎077-562-3526

13：00～13：30

13：30～14：30 ひとコマ公衆衛生

14：30～14：40 休憩（１０分）

14：40～15：40 食物アレルギーと食品添加物

15：40～16：00 事業所・飲食店等における改正健康増進法の理解のために

5 受講料　　無料

6 定員　　各会場３０名程度

7 受講申込

(1) 申込方法

①氏名②住所③電話番号④希望会場を明記のうえ、下記申込先あてにFAX、メールまたは郵送

にてお申し込みください。（任意様式）

(2) 申込締切日　　９月２０日（水）

8 申込および問合せ先

一般社団法人　滋賀県調理師会　

〒520-0043　大津市中央1丁目5-25　小堀マンション5040号

電話・ＦＡＸ　０７７－５７２－６６２３

Ｅ-mail ： shiga-chorishikai@sweet.ocn.ne.jp

9 当日の持ち物　　筆記用具

10 その他

会場には、できる限り公共交通機関を利用してください。

受付

多目的室 大会議室

大津市浜大津1丁目4-1 甲賀市水口町水口6200

（電話によるお問い合わせ：月・木・金　１０時～１６時）

　　　飲食店や給食施設において食事の提供を通して県民の健康増進と食生活の向上、食文化継承の

　　活動を行う調理師を対象とした研修会を行い県民の健康寿命の延伸をはかることを目的とする。

1.　大津会場 2.　甲賀会場

実施主体および実施方法

日時・会場・講習内容

対象　　県内で調理業務に従事している調理師

日時 １０月１１日（水） １０月２５日(水）

会場

旧大津公会堂 甲賀健康福祉事務所（甲賀保健所）


